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日

施

４

い

定

施
び

お

規

設

物
に

の

可

処

よ

処

て

に

設
許

の

の

設
る
施

係
理

理

り

種

理

に

お
更
に
変

す
出

理
届

処
）止

て
廃
い

法

般

号

し

る

一

２

写

る
書

号

条

物

４

７

棄

第

第

廃

、

処

第

項

の

は

６

み

又

第

の

に

業

に

定

を

号

規

分

６

の

く

理
廃
、

係
う

日

よ

と

該

欄
物
。

す
棄
そ

る
場

の
棄

令
に

に
の
）

る
物
れ

省
合

最
外

第
あ

つ
埋
の

一
の
以

っ

い
立
面

般

て
処
積

廃
終
の

の
は

は
分
及

棄
処
場

条
て

場
は

５
次

、
の
び

物
分
合

余

種
で
１

の
に

当
用
残

の

施
供
の

類
あ
日

許
掲

該
に

証
る

設
さ
埋

ご
る
当

可
げ

有

条

が
れ
立

と
場
た

込
す

係
番

・有

条
件

る
み

無

欄

年

る
類

る
号

力

業

す

産

能

月

第

日

許

て

す

本

る

し

当

日月年

で

規

を

う

者

業

可

行

る

工

け

で

あ

格

受

者

の
い

）

こ

る

こ

４

た

あ

る

は
の

写
ず

産
る
容

の
合
り

を

理
埋
処

し
れ

業
場
量

処

棄

記

量
立
理

か

廃
所

了
を

書

物
既
載

の
終
量

の

廃
る

込
ま
記

類

の
に
す

見

無

終
棄
こ

み
で
載

最

第

号

号



所
名

住
氏

成平

第記別

年

※

備
１
２

事

考

と

号

※
上
。

様

記
欄

式

容

廃

廃

更

般

般

変

内

一

一

産
許

一
棄
を

廃
類

棄

棄

の

廃
の
え

可

業

業

般
物
添

産

理
届

棄

棄
の

棄
処
て

廃

廃

物

月５ 日 火

一

曜

般

日

廃

）

施
は

に

様

物棄

の

設
記

務

４

に
入

る
な

第

係
し

処

と

業
の

第
こ

条
産

法
い

廃
２ ）

２

物
係

の

棄
関

条

理

。

産
処

物

物

施

４

欄

理

の

処

の

の

産 廃

す
廃

処

処

一
処

業

理
業

の

の

廃

棄

る

理

棄

理

理

般

処

業
処

事

事

量
棄

物

産
物

の

の

理

廃

の
の

理

業

業

物

物

類
見

設

廃

廃

施

棄

種

施

年

の

込

の

の

ご

に

止

止

設

由

の
み

い

月

理

種

種

と

お

類

て
類

日

〕

処

理
び
出

物

物

処
及
け

年

掃
す

日

理

理

施
清
ま

月

処

関

設

設
及

と
に
。

施

施

設 設
る

設

設

て
す

の

の
び

し

の

に

し
律

可

置

置

置
法

許

所

る
号

産
行

場

係
番

た
施

書理受出届る係

業
規

）号記

北

い

に

お

定

に

規

設

の

第
年

る

書

す

出

理

届

処

る

て

よ 受の

則

日月年

を

工

書

本

理

日

変

棄
第

廃 物 設
の

施
７

年

更

理
の

処
条

て
項

い
５

つ
第

月

前

に
７

届

定
更
規

変

変
の

日

者
所
名
人
話

出
住
氏
法
電

称名、はてっあ
号

に
番

月

び及

海

号
日

道

同

項

を
中
事
６
７

項
項
の

公

し
請

添
第
と
申
古

す

格

付

規

添

業

物

付

添
す

１

る
同
定

）

こ

４

る

書

事

記
類
付
る

の
１
別
書 い

類
類

項
事
第
の
書

１

第

第

第

記

記

別

別

を
業

し
、
）
り
止
よ

第

更

廃
に

産

、で
書
の
係

号

た
関

後
第
業

業

産

産

産
一

産
許

法

名氏の者表代

業

可

業

業

よ）

に

次

人

、

法

り

業

類
第
同
の
営

書
条
、
者

３
添
業
法

報

の
項
付
務

和

項
２
類
歴
昭

事
第
書
経

と
号
５
を

法

、
」
事
載
年

し
イ
の
記

第

添

の
た
律

同
を
項
し

付
第
次
書
に
類

書

号

の

次
場
号
ず
式
か
事
ず

の
の
様
れ
の
い

う
置

を
項
れ

よ
位

）
付
し
を

に
を
裏
添
と
か

同
付

め
す
添
す
、
添

改
示

。
置
書
場
添
す

る
位
付
る は

書
場

図
類
合
付
る

及 事
事
提
９
は

び
の
、
類
合

中

許

式

式

の

様

様

項

号

号

可

表 中

に

第

）

条

付

第

概

れ

７

構
及
設
の

さ

の

廃

廃

条

項３

造
び
備
要

た

廃

般

廃
年

物

物

棄

棄

条
棄

棄

廃

の

処

処

２
処

処

物

廃

物

の

棄

日

施

理

棄

理

第
理

理

物

月

に

理

及

設

施

設

施

４
施

処

の

の

施

び

お

に

設

物

設

項
る

設

許

設

の

設

規

い

係

の

に

に

の

可

処

法

置

置

定

て

場

係

よ

種

番

理

第

の

種

は

書

て

出

っ

年
届

あ

の

す

及

日
し

称

理

名

受

、

月
を 。

表

棄
た

代

廃
し

び

に
ま

第
の

）

類
条
次

の

の

者

物

条

事
項
事

３

の
５
６

第

７
号
加

１

及
２
を

第

項
第
項

規

の
」
る

の

８
イ
え

項

び

よ

を
め

に

項
改

定

事
に
。

第

り
同

る

削
、

中
を
事
提

」

業
項
出
の
、

用

省
項
出

の

力

供
類
す

省

に
書
略
中
を

の
こ
類
す

等

す
」
る
書
略

が
の
こ

施
次
と
」
る

）

る の

で
次
と

」

設
に
位

き
に
が

置
た
る

で

を
だ
。

き

を

を

件

」

示
し
）
た
る

構
び
の

処

第

備
要
積
能

条

造
設
概
面
理
、

の

及

に

、

」

め

項

改

３

に

第

日

改

同

月年

所

類

る
類

る
号

り
条

掃清び

）

及

名

理

氏

処

日

法

事

る

知

す

道

関

海

に

北

第律

、
事

許 を

同
項

可

付
同

受

添
を
書
添

け

号

場

の
類

る

６
書

い

類
付

て

事

平
９
を
し
）

す
、
」
だ
。

図
び
え
９
を

面
及
加
、
」

、
及
加 、

に
同
び
え

規
事

め

様

す
を
規
事

定
項
に
同

業

。

工

る

式

本

添

格

）

規

裏

号第

類

）

書

４

付

に定

印

規の４の２の条



海北

度

棄

年

廃業産

。す

事知道

第記別

廃
事

事
設
に
要

棄
業

業
の
構

号

物
の

の
種
造

様

の
内

用
類
及

式

別

受
廃
基
第

事
所

項
を

に
記

務
在

に

所
地

規
け
棄
づ

又

運集収物
定
て
物
く
号

搬
す
い
の
再
様

８

９

に
金
許
廃
運
廃

合

る

集

平

は
属
可
棄
搬
棄

成

、
く
を
物
業
物

当
ず
受
の
又
の

年

棄

設

廃

施

般

理

一

処

の

物

の

所

分

場

処

置

の

設

物

の

再
容

に
、
び

様

に績実

生

供
数
設

第

に

す
量
備

係

る
並
の

条

る

施
び
概

）係関

理
利
中

事

る
る
処
生
式

は 場

別
合
及
用

業

特
場

の

管
に
び
の
第

理
は
清
指

業
当
に
を
」

産
、
掃
定
条

棄
許
す
け

廃
該
関
受
を

物
可
る
て
第

収
証
法
い

はくし若業
集
の
律
る
条

施
場
」

分処物棄廃業産

該
回
け
処
は
処

業
運
写

５

許
収
て
理
一
理

月

可
業
い
及
般
及

証
に
る
び
廃
び

日

の
関
場
清
棄
清

写
す
合
掃
物
掃

火

し
る
に
に
処
に

曜

条
は
関
分
関

日

例
、
す
業
す

）

当
る
の
る

和
許
律
可
律

昭
該
法
許
法

可
第
を
第

理処の物棄廃、ていつ

処物棄廃般一

掃清び及

、

搬
し
行
合
に

報績実分

当

し

第
、

若

則
は

業

規
に

３
定

特

の
指

は

条
該

く

２

産

号
写

理

２
の

管

第
証

別
は又可許の

廃

は

業

又
し

第法同 １
棄

第

第４の条

年
証
７
受

海
写
第
て
第

北
の
条
け
条 若

条

項
る
項

道
し
１
い
１

第
に
く

第

は
合
し

例

又
場

６

）

項
、
第

号

６
は
は

４

定
許
に

３

規
該
項

第

に
当

条

北

業

る

産

す関に

第

す
可
規

理

細

処

行

物

施

棄

律

廃

法

設

第

施

則

の

告

住
氏

電

者告報

第

種

条

書 ）度年

改
を

」

法
話

場
第

記
る

業
記

め
別
事
別

第
。

の

物 許

２

の

第

業

３

分

の

処

条 業
供
設

事

事
に
施
備

可

号

・

業
廃６第はくし若項

一
の
す

１

る
証
定

棄

の
す

の

般
写
る

項

海

に

物

廃

定

棄

業

規

廃
し
産

よ

収

棄

道

事

事

事

公

に定規の項４

類

業

務

業

号
人
番

おとの次、りよ

あ

所
名
に び

－
及称名、

）
はてっ 表代

年

の

式
地
式

様
在
様

号
所
号

改
に
に
次

中
」

様

所
。
１

る
の

務
め
次

事

る
整

の

」

加

地

を

在

式

所

種

数

構
備

理

容内

用

、
等

概
及

積
力

の
造

面
能

再の物

類

量

設
要
処
）

び

の

の

場

所

場

る係に生

報

電

称

地

地

在

在

名

所

所

の

号

号

番

番

話

話

電

名氏の

月

者

まし告報り

。る

を

え

）

日

）

、に」称名の場業事

号

号

番

番

話

話

電

電

）

第

に

」

を」地在所場業事

号

）

）



１

北

次
海

の
平

平

道

と
成

落

成

告

札

お
示

り
年

に

第

年

一
５

係

こ
こ
細
の
整

行
後
調

１
２

規
規
の
棄
し

の
の
則
廃
を

則
則
規
物
て

則附

２

３

４

考備

は
の
定
の
使

廃

設

般

施

一

と

け

却

っ

１

棄

設

５

般
月

る

月

号

特

競争
日

定

日

札

務

入

役

火

に

の

曜

よ

名

日

り

称

）

用

決を

量

者

数

札

び

落

及

る

公
行
基
理
す

、
施
に
処

と

の
際
い
び
こ

布
の
づ
及

か
に
作
掃
を

日
現
て
清

告

施
の
さ
関
げ

ら
こ
成
に
妨

す
則
て
る
い

行
規
れ
す
な

施

。
よ
る
律

る
に
い
法
。

。
委
る
な
処
量
上
て

る
用

別

の

託
場
お
分
又
記
は

こ

委
業
記

様

者
合
、
後
は
産

分
廃
託
廃
第

式

と
又
処
の

は

は
は

、

、
市
業
棄
量
棄 処
様

前

報
町
者
物
を
物
号

の
載
理
式

年

告
村
か
等
記

ら
の
取
す
施
に

４

者
か
ら

１

処
委
委
扱
る
設
よ

月

に

お
、

日

分
託
託
方
こ
に
り

所住

か

を
を
で
法
と

の可

類種

許

の

置

物

出排

分

者

可

年

般
託委
一
処
許 番

月

廃
業

氏

事出

日

物
業
号

排
棄

道海北

。たし定

、

名

者

事知

北

前
あ
則

正
が
細

改
紙
行

高

に

棄
合
定

廃
場
規

の
る
の

の
お
か

物
に

示

ず

及
は
ら

理
て
わ

処
い
か

け
別

掃
の
当

清
こ
、

び
、

る
つ

る
途

ら

委
受
あ
に
。

月

し
る
場
い

産
報

３

託
け
た
場
合
て

業
告

、

棄
る

日

者
合
は
は

廃
す

い
あ
そ
有

物
こ

ま

を
が
、

処
。

に

い
る
の
償

の
と

で

排
と
欄
却

分

処

、
こ
空
売

事

中

績

し

出
。
に
、

実

理 た 般

者

）
処

つ

一

業

処
間

に

一

）所場込積は又所場

業分

名

処物

は

棄廃般

又

橋

村町

託

市は

受

又者

称

海

みるは

道

ア
イ

公

落
単
単

則
の

に
規
分

札
氏
住
札

落

法
る
必

る
よ
、

す
に
間

関 施
正
な

律
改
要

平
り
数

札
成

た

落
平

ア

イ

ら

記
委

て

廃

か

と
理

い

落

託

す
又

、

物

委

載
託

は

棄

受

こ
最

業

量

を

る
は

事

の

る

。
処

に

６

け

と
終

者

を

場

分

あ

月

と

は

ま

、

託

て

日

合

委

っ

提

廃

載

記

に

般

記

別

で

一

方

施

処

分処

）

量

場分処

処

可

量

許

分

置

処

設

法

設

名
所
額金
価
価

分

番

報

株
札
会
市

円
円

式
幌

ヤ
北

数
字

ミ
区

英
漢

社
北

・
・
カ
ひ

ビ
住び及名氏者

タ
ら

シ
条

カ
が

ス
西

所

札
成
の

を

単
量

決
年

に る
度

し
月

係
年
価

定
３

特
大
英
調
調
た

・
予
予

定
型
数
達
達
日
日

タ
数
数

務
ン
カ
定
定

役
コ

称
ー
ナ

名
ュ
カ
量
量

の
ピ

出

棄

し

第

で
字
英
漢

タ
文

す

物

、 ぞ

式

こ

分

れ

様

る

処

そ

号

単

が

売

産

。

者

れ

、

と

業

又

棄

は

理

先

廃

位

処

却

業

し

託

分

は

物

委

処

又

た

は

物

の

分

方

処

扱取
量

号

分

後

所

廃

先
託

却
委

の

売
は

後

法

丁

ナ
な

テ
８

売
は

棄

又
先

番

字
字

２

文
文

目

１
１

ム

）
）
り
り

号

た
た

２

当
当

第

カ
ひ

理
び
・
・

処
及
数
字

た
・
カ
が

る
字
タ
ら

す
漢

字
字

の
ら
文
文

め
ひ
ナ
な

ー
な
デ
が
タ
文
入
字
力
）
業

に

す

託

及

者

と

委

先

業

務

却
委

物

こ

受

売

あ

る

を

び

又
量

等

量
託

号

文
文

当字文１）１のそ

字
字



１ 意
成
意
成

随
平
随
平
契

契約
年
約
年

北

次

３

海

の
平

道

と
成

契

告

約
名
所

お
示

に

在

り
年

第

随
５

関
称
地

す

般
成

落
単
単
契
一
一
平

イ 住
札

約
般

金
価
価
の
競
競

所
額

相
争
争
年

札
成
札
氏

た

落
平
落

イ

ア
者

平
り
数

成
の

を

単
量

決
年
氏
名

２

契
一
一
平

落
ア

平

約
般
般
成

札
落

成

に
札

の
競
競

相
争
争
年

係
に

年

手
１

係
電
相
月

に
度
の
４

決

定
算
を

特
計
方
日

る
子 理

た

の
処
し

務
で
定

役
機

数
務

び
業

及
る

称
す
日

名

意
月

る

号

事
北
札

契 相

を
道
市

の

務
海
幌

約
日

振
区

方

当
画
央

手

担
企
中

定

組
部
３

決

る
興
北

を

す

条西

し

織

２

所
進
丁

。

び
推
６

た

及

方
札
札
月

手
入
入

を

の

札

決

公
日

し

け

市

定

告
付

円
円

幌

手

海

数
字

央

た

北

英
漢

中 ２

告

カ
ひ

南

続

道

・
・

区

ナ
な

西

第

カ
が

条

示

タ
ら

１

１
１

度

し
月
及

年
価

定
３
名 び
株

大
英
調
調
た

所
会

型
数
達
達
日
日
住
式 ビ

ン
カ
定
定

社

コ
・
予
予

グ

ュ
カ
量
量

ッ

ピ
タ
数
数

で
字
英
漢

ン

タ
文

コ

ー
ナ

理
び
・
・

ュ

処
及
数
字

ピ

手
入
入
２

る
係

５

方
札
札
月

特
る

月

定
特

を

の

決

公
日

役
定

日

定

告
付

務
役

し

け

の
務

火

た

北

名
の

曜

手

海

称
名

日

続

道

及
称

）

第

量

示

数

告

び

基報
地
情

在
室
目

式
量
一

高事知道海北

課盤

当
当

１

字
字

目

文
文

号

丁 本

）
）

宮

り
り

地

た
た

番

タ
ら

タ

す
漢
カ
ひ

ー
ルビ

ナ
な

サ

た
・
カ
が

ー

る
字

字
字

ビ

の
ら
文
文

ー

め
ひ

ー
な

ス

デ
が

タ
文
入
字
力
）
業務

文
文

そ

字
字

号

北

よ
成

少

に
平

希

定

定

規

指 野

みるは橋
り

北

北

３

海道

契

海
告

約
名
所

号
地

道
示

方

希

に

在

意
意

随

随
１
契
随
随

ア
イ

１）２の

意
氏
住
意
人
約

２

当字文

随
平
随
平

意
方

意
成
意
成

号

随
随
地

意

道海

ア
イ

公

契

随

随

約

意
氏
住
意

物

の
月

植

次
５

動

、
年

生

と 少希定指

定

り

指

お
日

の

）

動生野

第

第

少

関
称
地

野

する

生
号

植

務
海
幌

第

動

事
北
札

条

の

担
企
中

項

物

を
道
市

１

護

す
振
区

２

保

当
画
央

第

関

組
部
３

の

に

る
興
北

号

条

規
品物の体団共公

定

す

織

西

定特は又等

契

契
工
の
契
契

役
に

る

及

手

に

約
名
所
約
当
相
約
約

を

っ

相

係
り
方

よ

の

に
た

幌
契
価
決

た

手
北
札
る
単

し

由

の
道
市
約

定

理

方
海

た

氏
ビ
中
金

名
ジ
央
額

手

及
ネ
区

続

び
ス
北

）

所
ー
条

円

住
オ
３

契

契
公

契

約
共

約
年
約
年

第

に
度
の
４

第

よ
体

係
情
相
月

条

に
団

処
方
日

１

っ
の

る
報
手
１

第

理
品

定
理
を

項

た
物

特

又

務
ス
定

２

由
等

役
シ
決

特

名
ム
た

の
は

の
テ
し

号

及
更

約契

定
定

称
変
日

規 に
役

の

契

契

相

約
名
所
約

手

の

に

報

方

契

決

手
北
札
る

を
円

相

係 金

し

の
道
市
約

定

方
海
幌 区

手

名
ジ
央
額

た

氏
ビ
中 条

住
オ
３

び
ス
北

続

及
ネ

平、し定指を物植

所
ー

北

成

推
６

１

事

月

知

６

道

年

海

室
目

る

例

所
進
丁

よ

条

び

。

在
基

成

報

平

地
情

の務

例条道海北

課

年

盤

め定を例特の続手達調

第

る

ョシ
目

ー
丁
メ
７
ト
西

政

業

よ
務

び
等

社会式株ン

式

達

一

。
調

量
務

る
の

数

政るめ定を例特の続手

ンョシ
目

ー
丁
メ
７
ト
西

社会式株

第

る

す

は

行施

橋

らか

高

日
５第条８第）号
。

み

る

令

の項

令

第令政年７成平

第令政年７成平

号



海北

同
同
同

示

成

告

平

道 第

年

可

平

成
認
平
同
同
同
同

成

年月

年
の

５

日

北

土
定

３

海

款

が

道

の
地

当
危
指
北

告

変
改

該
険
定
海

示

更
良

種
な
す
道

第

理の定指２

法

は
水
る
全

を

動

動

動

動

動

由
、
準
区
域

種るす定

分

植

植

指１

植

５月

号

余
愛
清

日

町

市
別
水

土
土

火

土

曜

地

地
地

日

改

改
改

）

区
区
区良

良
良

月

篠

狩
狩

日

土
石
石
東
新
共

畔
富
土

土
津

花
高

地

和

和

地
地

良

地

土
土
地

地
土

改

良

良
良

良

区
改
改

改
改

改

名
区
区
区
区
区

良

認
昭

生
ま
域

号

地
減

し
和

息
で

可

は
て

法

た
し

。
年

ま
少

た

育
り

第

生
お

律

地
、

限
保

第

局
に

）

が
特

号

さ
護

ア

ダ

カ

物

物

物

物

物

物

条

フ

チ

メ

ス

サ

イ

ラ

ヤ

ヒ

ウ

ャ

キ

ヒ

ツ

ト

カ

チ

バ

ヒ

セ

ウ

カ

リ

バ

マ

チ

ョ

タ

ル

ン

ン

ヒ

ジ

ラ

ウ

モ

ネ

シ

ダ

ョ

物

物

類

名

リ

ゲ

セ

カ

ミ

セ

ミ

ツ

名

カ

イ

ダ

カ

種

ヒ

サ

バ

ジ

ツ

ツ

ジ

和

ツツ

北

図

第

れ
を

高事知道海北

あ
要

の

で
必

項

種
る

２

る

よ

ま
る

に

、
あ

定

り
が

規

、

次

人
め

、

、
認

り

た
と

タ

ジ

シ

影
定

と

的
指

の

為

ミ

バ

セ

ゲ

テ

ャ

ジ

カ

セ

ア

チ

チ

チ

メ

チ

ノ

リ

ハ

ハ

ノ

ウ

ョ

ウ

科

ョ

ョ

ョ

チ

ョ

キ

）名

科

科

科

科

ウ

科

ウ

ウ

科

科

ジ

ジ

ツ

ツ

科

ツ

ツ

道海

２
３
指
指

ア
イ

公

定

１

みるは橋

主
主

立

北

森
す

海

る
平

保

道

予
成

安

林
告

林

に場役

法
定

示

よ
。

土

に
る

り

響
す

お

備

３
数

区

体

良

個

改

り

地

指

ア
イ

ウ

立

村

立

定

１
２

主
主
森
間

次

北

森
す

海

る
平

保
指

道

予
成

安

林
告

林

法
定

示

地
規
備
平

土
の
整
項
盤

名

改
定
］
成

は
と

の
伐
伐

定

木
定

良
に

、
し

施

報

に
採
伐
伐

採
業

択
て

の

伐
。
る

る
す

方
よ
を

要
目

の

風

がとこ

的
件
法

以
害

で

で
年

予

第

あ
５

定

昭和
る
月

森

号

林

年
。

場

第

在

律

所

法

日

の 所 苫

第）号

るす供に覧縦てい置え

前

）。

の

伐
伐
林
伐

の

木

木

定

条

備
係

お

施

は
と
整
に

と

の
業

択
て
計
る

り

伐

伐

、
し

で
林

は

伐
伐
画
森

」

採

採

よ
を
定
は

、

要
の

の

に
採

次
度
略

る
す
め
、

省

方

限
、

こ
標
の

し

件
法
。
る
る

の
の

が
伐
お
次
そ

と
準
と

で
期
り

で
年

予
定

第

あ
５

定

昭和
る
月

森
の

号

林

年
。

場

第

在
目

律

所

法

日

の 所
的

勇
土

第）号

払
砂

条

り
道
５

法
よ
農
年

昭
、
）
月

和
平
）
成
事
日
業

年

に

第
月
行

律
４
施

法
年
の

日
同

る

の

き

第
豊
し

）
、
意

号

木立該当、は木

備

立

防

所の

第

の次ていつに筆４上

在す

す示に図
大

２

町

第

幌

２

羽

の

郡
部

に

字

定

尻

規

焼

の

字

項 り

海
岡

よ

北 道

齢
と
と
関

事
１

次

知
の

、

上
る
り
書

る
以
す
お
係

き は
も

す
を

木
の
。
と
類

立
す

道

当
と

。
海

、
の

る
北 庁

の

支

木
。

振

立
る

胆

該

厚
流

の

郡
の

す

済

在

経

所

項

字
防

１

町
の

第

真
出

２ 規

隆

の

宇
備

次

知

、

道

り

海

よ

北

に定

富
た

事

町
。

地
５
土
第
う
２
行
の
の
条

北

お
良
に
改
項 用

富

知

準
豊

道

て
南

海

い

る

地

事

市 村町 に

号

市る係 町

よ

・

の

）。る限に分

高

安

・

保

橋
１

に

の

う

は

る

部

指

・
み
２

を

る
の

林

係

び

に

及

村

課

町

務

市

林

う

高

よの

町

町

市

真

る

厚

指

み

を

る

林

は

安保

橋

に

整

橋

法
盤
同
基

高

る
区
す

備
第
促

は み

第
進

る

条 １
基



ア

１

伐
伐

後
木
主
主

更
立

変

要 変
成

指
の

保

林
を
平

森
件

定
所

安

法
更
５

業
場

と

昭
す
年

施
在

林

和
る

北

２

海

も

道

町

告

解

保
解

役

示

除

安

次
場

第

予

林

の
に

定

１

と
除
図
備

除
成

解
保
解

林
解
平

森
を

安

法

除

す
昭
る
年

林

第示告道海北

和
予
５

と
除

予

経

ウ

済

村

立

部

平

森
間

次
林

成

林
伐

の
務

木

整
に

図
課

の

年

択
て

伐
指

、
し

の
の

は
と

よ
を

の
施

に
採

採
伐
伐

定 件
法

こ
。
る

要
方
る
す

業

予
月

要
所

し

きでがと

件

て

年
定

さ

律
あ

更

定

法
で
日

変

指

。

定

れ

第
る

予 保

た

第

林

的

）

安

目

号

土

条

定

２

４

前
上

砂

の

の

松
以

保

し

」
え

号

て

林

指
の
、
い

安

て

は
置

理
し
覧

所

さ

略
縦

の

定

省
す

目

そ
供

場

た

、
に

在

れ

）

限

面
。

図
る

所

的
由
の

泉
。
砂
路
関

幌
る
土
道
を

定
月

し
定保
て
安

年
で

の

律
る

定
林

法
あ
日

指
の

れ
理

所

第
。

さ た
在

第

所
的
由

）

目
場

号 の

函
水
道

条
号

備
係

」
及

２

館
源
路

５

計
る

及
び

伐

月

画
森

び
羽

採

で
林

幌

日

の

定
は

次
町

め
、

の
役

限

火

る
次
度
と
場

曜

標
の

お
に

日

準
と

り
備

）

期
り
の
は
置

伐
お
次
」
え

以
す
お
省
て

齢
と
と
、
い

の木立該当、は木立る

流

の

、

郡
３

の

るす在所

松
筆

出

規

前
に

字
い
６
防

に

町
つ
の
の

定

の

北

、

神
次

り

赤
て

備

よ

海

次

図

事

う

示
１
知

よ

に
の
道

の に

す
・
高

保

部

庁

え

崩
地
支

郡
）
の
用
係

防
る
済

も

の
す
経

り

壊
と

黒

務

目

め
林

字

備
た
部

町

に

１

び

の

並

７

課

か
地

第

市
の
用

の

館

次

函

の

山
養
す

項

葉
ん
と

２

紅

た

規

町

る

海

よ

北
１

に

の

め

定 の

事
図

次

知
の

、

道
次

り

覧

上
る
り
略
縦

高
示

よ

に

そ
供

も

す
、
に

の
。
と
し

。

す

図
る

と

。
の
す

の

る
類書係関び

。

及
）

る

面

北

市る係に村町市

を

契
一

落

約
般

札

橋

林

に
の

安

分

は

る

指

・
限

の

る

。

定

、

み

）

施

の

業
１

札
氏
住

特
札
落
平
落
ア
イ

示

所

に

役

図

市

定
幌
札
成

に

り

分

え

部

び

す

及
札

次
幌

の
平

経

医

済

と
成

科

イ

部

お
大

分

保

橋
部

に

す

う

立
次
林

。
み
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